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生活衛生関係営業の現状、課題



消費者（利用者）

※ 生活衛生関係営業の業種毎に振興指針を定めるとともに、予算・融資（日本政策金融公庫）・税制措置等の支援策を通じて業界を振興

サービス提供サービス提供
生活衛生関係営業者

生衛連合会
生衛組合

・振興計画(自主的取組)
・標準営業約款

保健所等
［行政］

・衛生規制・経営の健全化
・衛生水準の維持向上
・消費者（利用者）の利益擁護

☆ 国民生活に不可欠なサービス
安心・安全、衛生、快適

指導・支援指導・支援

○ 生活衛生関係営業（生衛業）は、飲食業、理容業、美容業、クリーニング業、旅館業、浴場業などをいい、国民
生活に密着したサービスを提供。

○ 衛生的で安心なサービスが国民に提供されるよう、生衛業者は衛生規制を遵守して活動。
○ 生衛業者の大部分が中小零細企業であるため、国及び地方公共団体が生衛法に基づき営業者の自主的活動の促進

等を行うことにより生衛業の経営の健全化、衛生水準の維持向上及び消費者（利用者）の利益の擁護を実現。

・事 業 所：約94万事業所（全事業所の約18％）
・従業員数：約587万従業員（全産業の約10％）

生活衛生関係営業の種類とその施策体系について

出典：総務省「令和３年経済センサス」

(公財)全国生活衛生営業指導センター

(公財)都道府県生活衛生営業指導センター

１６業種
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（生衛法） （昭和３２年６月３日法律第１６４号）（抄）

（目的）
第１条 この法律は、公衆衛生の見地から国民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛生関係の営業につい
て、衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又
は消費者の利益の擁護に資するため、営業者の組織の自主的活動を促進するとともに、当該営業における過度
の競争がある等の場合における料金等の規制、当該営業の振興に計画的推進、当該営業に関する経営の健全化
の指導、苦情処理等の業務を適正に処理する体制の整備、営業方法又は取引条件に係る表示の適正化等に関す
る制度の整備等の方策を講じ、もって公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与すること
を目的とする。

生
活
衛
生
関
係
営
業
対
策

生活衛生関係営業の
衛生水準の維持向上

経営基盤の安定

食品衛生責任者等による衛生基準の遵守

環境衛生監視員等により各業法に基づき行われる監視指導
(興行場法、公衆浴場法、旅館業法、理容師法、美容師法、クリーニング業法)

日本政策金融公庫による融資（生衛法第56条の4）

国による振興指針の策定（生衛法第56条の2）

都道府県生活衛生営業指導センター（生衛法第57条の3）
全国生活衛生営業指導センター（生衛法第57条の9）

税制上の措置（減価償却の特例等）（生衛法第56条の5）

生活衛生同業組合、連合会等に対する助成（生衛法第63条の2）

生活衛生同業組合等による自主的活動の推進（生衛法第8条及び第54条）

消費者（利用者）の
利益の擁護 標準営業約款の認可・登録（生衛法第57条の12及び第57条の13）
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生衛法とその施策体系について



○振興計画を策定し、生活衛生関係営業の諸課題に対応した振興方策を示す。
○衛生施設の維持・改善向上・経営の健全化に向けて組合員を指導。
○業の振興等のため、組合員の営業に関する共同利用施設の整備、福利厚生や共済に関する事

業の実施。

○生衛法に基づく衛生水準の確保・向上等を使命とする組織
○衛生行政推進の社会的基盤（行政との関係）
○同業種のネットワーク（地区、都道府県単位、全国）
○生活衛生関係の他業種のネットワーク（地区、都道府県、全国）
○全国的連帯（災害時における被災地支援等）
○地域コミュニティの再生・強化に資する社会的活動（経済団体、地域団体、街づくり団体、
行政等）

生活衛生同業組合の役割

生活衛生同業組合の意義
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○ 生活衛生関係営業者は、大半が中小零細事業者であり、個々の事業者が単独で施設整備や技術力
向上等を進めるには限界。

→ 少子・高齢化、環境・エネルギー問題、感染対策、物価高騰、賃上げ等の課題が生じる中で、共
同で諸課題に対応できるよう、生活衛生同業組合が中心となり、共同事業や協業化等に取り組み、
営業者の合理化・省力化、技術力向上、集客等を進め、経営基盤の安定・強化を図る。これにより、
生活衛生関係営業者が衛生的でより質の高いサービスを提供するとともに、地域経済・雇用に貢献。

営業者の自主的取組、組合の活動、ネットワークの活用を重層的に組み合わせ

※ 業種毎に都道府県単位で設立

生活衛生同業組合の役割と意義



生活衛生関係営業の主な経営上の問題点①

【出典】生活衛生関係営業の景気動向等調査結果（令和７年４～６月期）【日本政策金融公庫HP】
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採算DIは新型コロナウイルス感染症が発生した2020年に大幅に下がっており、その後は回復傾向にあるが、業種
によっては現在も赤字の企業割合が黒字の企業割合を上回っている。



生活衛生関係営業の主な経営上の問題点②
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調査結果による主な経営上の問題点は、下記４項目に分類できるため、４項目それぞれにつ
いてデータ及び各業界から聴取した現況をもとに分析する。

１.仕入価格・人件費等の上昇を価格に転嫁困難 ２.店舗施設の狭溢・老朽化
３.顧客数の減少、客単価の低下 ４.従業員の確保難

→1 →3 →4 →4→3

【出典】生活衛生関係営業の景気動向等調査結果（令和７年４～６月期）【日本政策金融公庫HP】

→1 →3 →2 →4 →3 →4



1-1.物価高騰の状況
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【出典】企業物価指数【日本銀行】

・食肉業界（組合員）では、未だ改善の兆しが見えない物価高騰や生活環境の変化などにより売り上げが減少しており、設
備機器の更新等もままならない状況が続いている。【食肉】

・昨年から続く政府主導の値上げ、賃上げ攻勢が仕入、固定経費等値上げもいまだに続いており各組合に於いても価格の改
正をしていますが売り上げをしても価格転嫁が追い付かない状況で厳しい状況が続いている。【食鳥肉】

・電力や人件費などの高騰により、製氷メーカーの値上げが相次いでいる。【氷雪】
・猛暑により、売上は増加傾向にあるものの、物価高騰に伴うコスト増により、利益が圧迫されている。そのため、コロナ

禍で融資を受けた借入金の返済、利息の支払いが経営を圧迫している状況にある。【氷雪】

➢ 業界の主な現況
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１.仕入価格・人件費等の上昇を価格に転嫁困難
２.店舗施設の狭溢・老朽化
３.顧客数の減少、客単価の低下
４.従業員の確保難
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1-2.正社員、非正社員の賃金水準
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【出典】雇用動向に関するアンケート調査結果（生活衛生関係営業の景気動向等調査・特別調査結果 2024年10～12月期）【日本政策金融公庫HP】

・賃上げについては、価格転嫁ができたとしても現状では食肉の消費が減退しており、店の経営が成り立たなくなる可能性
もあることから賃上げは難しい状況である。【食肉】

・昨年から続く政府主導の値上げ、賃上げ攻勢が仕入、固定経費等値上げもいまだに続いており各組合に於いても価格の
改正をしていますが売り上げをしても価格転嫁が追い付かない状況で厳しい状況が続いています。【食鳥肉】

・全氷連アンケート(以下全氷連アンケートという)によると、従業員の給与を上げたと回答したのは23％、現状維持と回答
したのは45％であった。
物価高騰により、収益が減少するなか、物価に応じた賃上げに対応するのは、難しい状況にある。【氷雪】

➢ 業界の主な現況

１.仕入価格・人件費等の上昇を価格に転嫁困難
２.店舗施設の狭溢・老朽化
３.顧客数の減少、客単価の低下
４.従業員の確保難
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1-3.最低賃金額の推移

【出典】平成14年度から令和７年度までの地域別最低賃金改定状況【厚生労働省HP】

１.仕入価格・人件費等の上昇を価格に転嫁困難
２.店舗施設の狭溢・老朽化
３.顧客数の減少、客単価の低下
４.従業員の確保難



1-4.販売価格の動向

【出典】価格動向に関するアンケート調査結果（生活衛生関係営業の景気動向等調査特別調査結果2024年７～９月期）【日本政策金融公庫HP】
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・昨年から続く政府主導の値上げ、賃上げ攻勢が仕入、固定経費等値上げもいまだに続いており各組合に於いて
も価格の改正をしていますが売り上げをしても価格転嫁が追い付かない状況で厳しい状況が続いている。
【食鳥肉】

・全氷連が組合員を対象に実施したアンケートによると、価格転嫁できていると回答したのは回答者の61％で
あった。値上げによる顧客離れ、量販店との価格比較への懸念から、価格転嫁を進めるのは難しい状況にある。
【氷雪】

・価格転嫁は、消費者の購買意欲の減退に直結し、売上減少を招くリスクを伴うため、多くの事業者が価格据え
置きを余儀なくされている環境下にある。【料理】

➢ 業界の主な現況➢ 業界の主な現況

利益不変・減少
８０．９％

１.仕入価格・人件費等の上昇を価格に転嫁困難
２.店舗施設の狭溢・老朽化
３.顧客数の減少、客単価の低下
４.従業員の確保難



2.設備投資の状況
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【出典】設備投資に関するアンケート調査結果（生活衛生関係営業の景気動向等調査・特別調査結果（2025年１～３月期）【日本政策金融公庫HP】

・食肉業界（組合員）では、未だ改善の兆しが見えない物価高騰や生活環境の変化などにより売り上げが減少し
ており、設備機器の更新等もままならない状況が続いている。【食肉】

・各店舗とも経営状況が厳しく中々手が回らない現状です。【食鳥肉】
・日本政策金融公庫が実施している生活衛生関係営業の景気動向等調査(以下景気動向調査という)によると

2025年4～6月の設備投資を行った割合は18.9％で、前年同時期と比較すると1.4％上昇している。店舗施設
の狭隘化・老朽化を経営上の問題点として、回答した割合は、15.1％で、全業種計21.6％と比較すると低い
状況にある。【氷雪】

➢ 業界の主な現況➢ 業界の主な現況

１.仕入価格・人件費等の上昇を価格に転嫁困難
２.店舗施設の狭溢・老朽化
３.顧客数の減少、客単価の低下
４.従業員の確保難



3-1.顧客数の状況
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１.仕入価格・人件費等の上昇を価格に転嫁困難
２.店舗施設の狭溢・老朽化
３.顧客数の減少、客単価の低下
４.従業員の確保難
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【出典】（公財）全国生活衛生営業指導センターの調査を基に生活衛生課にて作成

単位：人

・昨今の健康志向や物価高騰など
により、食肉（特に牛肉（和
牛））の消費が落ちており、経営
の悪循環が見込まれる。【食肉】

・売り上げは順調に伸びているが、
昨今の政府主導による、エネル
ギー資源、仕入れ、経費等全てに
値上げが現在でも留まることなく
継続しており、家庭内消費（家庭
での食事）が増えており外食の売
上が伸びず価格転嫁が追い付かず
利益が伴わない状況です。【食鳥
肉】

・物価高騰の影響で、繁華街の人
出が少なくなり、取引先飲食店か
らの注文が、頻度・量ともに不安
定になっている。【氷雪】

・顧客数は業態にもよるところで
あるが、コロナ前の水準に戻りつ
つも、客単価は横ばいまたは低下
している。要因としては消費者の
外食への支出を抑える傾向が伺え
る。【飲食】

➢ 業界の主な現況➢ 業界の主な現況



3-2.インバウンドの状況
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・客数に関しては地域差があり、インバウンドの影響により客数
が増加し客単価も上昇した店舗もあれば、高齢者ばかりとなった
住宅地の近辺の店舗は客足が鈍い。【すし】

・インバウンド需要の恩恵は大都市や広域の観光周遊ルート（東
京、箱根、富士山、名古屋、京都、大阪などを巡る）が中心で、
地方の小規模施設では恩恵が限定的。地元リピーター頼みで単価
上昇も鈍い。季節や災害による予約変動が経営を不安定化させる
原因にもなっている。【旅館】

➢ 業界の主な現況➢ 業界の主な現況

【出典】インバウンド対応に関するアンケート調査結果
（生活衛生関係営業の景気動向等調査・特別調査結果 2025年４～６月期）
【日本政策金融公庫HP】

１.仕入価格・人件費等の上昇を価格に転嫁困難
２.店舗施設の狭溢・老朽化
３.顧客数の減少、客単価の低下
４.従業員の確保難



4-1.従業員の過不足感

14

【出典】雇用動向に関するアンケート調査結果（生活衛生関係営業の景気動向等調査・特別調査結果 2024年10～12月期【日本政策金融公庫HP】

・全国の食肉販売業の組合員（店舗）は、毎年２００～３００件程度の廃業や脱退があり、非常に厳しい経営
状況となっている。【食肉】

・依然従業員の確保は厳しい状況が続いている【食鳥肉】
・全氷連アンケートによると人手不足と回答した事業者は、26％であった。求人募集を行って、人手を確保でき

たのは、35％に留まった。確保できなかった原因として最も多く挙げられたのは、応募がないためで回答
の72％を占めた。

➢ 業界の主な現況

１.仕入価格・人件費等の上昇を価格に転嫁困難
２.店舗施設の狭溢・老朽化
３.顧客数の減少、客単価の低下
４.従業員の確保難



4-2.事業継承の状況
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【出典】事業承継に関するアンケート調査結果
（生活衛生関係営業の景気動向等調査・特別調査結果 2025年１～３月期）
【日本政策金融公庫HP】

・経営者の高齢化や人材不足等により、後継者・従業員の確保の問題等がこれまで以上に増えている状況で
あり、改善される兆しは見えない。【食肉】

・後継者が無く廃業している店舗もあり事業継承に厳しい状況がある。【食鳥肉】
・全氷連として、組合員事業所で働く従業員が、自らの仕事に誇りを持ち、将来に希望が持てる業界となるよう

氷屋マイスター認定試験や、若手後継者を指導育成するセミナーの開催などを実施している。【氷雪】

➢ 業界の主な現況➢ 業界の主な現況

１.仕入価格・人件費等の上昇を価格に転嫁困難
２.店舗施設の狭溢・老朽化
３.顧客数の減少、客単価の低下
４.従業員の確保難



16

生活衛生関係営業の支援



令和７年度予算

1 生活衛生関係営業対策事業費補助金

2 株式会社日本政策金融公庫補給金

１１．６億円 [１１．６億円]
生衛組合、生衛組合連合会、全国生衛営業指導センター、都道府県生衛営業指導セン

ターに補助を行うことにより、生活衛生関係営業者の業の振興や発展を図るための組織基
盤の強化及び衛生水準の確保・向上、相談支援体制の強化等を図る。

・生活衛生関係営業収益力向上事業 １．０億円 [１．０億円]

物価高騰等の影響がある中、全国生活衛生営業指導センター等を中心に、最低賃金の周知啓発を行うとともに、物価高騰・人材確

保等に対応するための収益力の向上や、人材育成・後継者育成等に関するセミナーの開催など、生活衛生関係営業者の収益力向上

等のための取組を行う。

3 被災した生活衛生関係営業者への支援（復興庁一括計上）
０．１億円 [０．２億円]

株式会社日本政策金融公庫が東日本大震災復興特別貸付等を行うために必要な財政支
援を行う。

２９．１億円 ［２９．９億円］
株式会社日本政策金融公庫が生活衛生資金貸付を行うために必要な利差補給を行う。

令和７年度予算 ［ 令和６年度予算 ］
４１．２億円 [４２．０億円］

（参考）生活衛生資金貸付の貸付計画額
１，１５０億円 [１，１５０億円]
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【補助先：全国生活衛生営業指導センター】

○ 生衛業の営業者に対する専門家による多様な現場

のニーズに応じた伴走型の支援を実施。

・ 中小企業診断士による経営診断や事業再構築・

省エネ等に向けた補助金の活用を含めた相談支援

・ 税理士による税制優遇措置等の相談

・ 社会保険労務士による被用者保険適用に係る手

続き等の支援 等

【補助先：全国生活衛生営業指導センター】

現下の情勢により経営状況が厳しい生活衛生関係営業者への支援として、①物価高騰・
人材確保等の対応に向けた支援、②専門家による相談支援、③資金繰り支援を行う。

・ 賃上げに取り組む生衛業者に対する資金繰り支援の継続（当初２年間各貸付の利率から－0.5％）

・ 物価高騰等の影響により利益が減少した生衛業者に対するセーフティネット貸付の利率引下げの継続 等

②専門家による相談支援

③日本政策金融公庫による資金繰り支援（日本政策金融公庫への出資金）

【補助先：生活衛生同業組合連合会（補助率：10/10） 】

○ 業種ごとの生衛組合連合会において、物価高騰・

人材確保に対応するために必要な価格転嫁の広報、

既存商品・サービスのブランド化、イベント等の取

組を実施。

○ 消費者・利用者に対する価格転嫁の理解促進、新

規顧客の確保、商品・サービスへの需要喚起促進等

につなげ、生衛業の経営状況の改善、売上げの上昇

による賃上げ・雇用維持等を図る。

【補助先：生活衛生同業組合連合会（補助率：10/10） 】

①物価高騰等の対応に向けた支援 3.9億円 2.1億円

生活衛生関係営業者への支援（令和６年度補正予算関連）

※既定経費対応
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（注１）令和７年10月１日時点の利率である。基準利率については、無担保貸付（業歴２期以上）、返済期間５年で2.90％。
（注２）業種によって異なる。

生活衛生改善貸付振興事業貸付一般貸付

小規模事業者であって、
生活衛生同業組合等の長の

推薦を受けた者

【組合員向け】
振興計画について認定を受けて
いる生活衛生同業組合の組合員

【非組合員向け】
生活衛生関係営業を

営む者
対象者

設備・運転運転設備設備資金使途

経営改善利率＜原則＞
基準利率

主に特別利率③
（基準利率-0.9％）

＜原則＞
基準利率

貸付利率
（注１）

2,000万円5,700万円
＜原則＞

１億5,000万円
（注２）

＜原則＞
7,200万円
（注２）

限度額

10年以内７年以内20年以内13年以内返済期間

日本政策金融公庫の主な融資制度－一般貸付・振興事業貸付等
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危機対応後経営安定資金（生活衛生セーフティネット貸付）貸付制度

過去の大規模な災害、感染症等の影響を受け、既往債務の返済負担が生じているが、中長期的にはその業
況が回復し発展することが見込まれる生衛業者で、次のいずれかに該当する方
１.新型コロナウイルス感染症特別貸付 等の残高を有する方
２.債務負担が重くなっている方

貸付対象者

既往債務の返済負担軽減のために必要とする運転資金資金使途

7,200万円（別枠）融資限度額
20年以内（うち据置期間2年以内）返済期間
基準利率利率（注）

生活衛生企業再建資金（生活衛生企業再生貸付）貸付制度

１. 【企業再建関連】
中小企業活性化協議会等の関与の下で事業の再建を図る方

２.【民間金融機関関連】
適切な再生計画を策定し、取引金融機関の支援を受けて企業再生を図る方

３.【認定支援機関関連】
認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいる方 等

４.【条件変更先関連】
金融機関からの事業資金の借入について、弁済にかかる負担の軽減を目的とした条件の変更を行っている

方

貸付対象者

企業の再建を図るうえで必要となる運転資金資金使途

7,200万円（別枠）融資限度額
20年以内（うち据置期間2年以内）返済期間
貸付対象者１：特別利率③
貸付対象者２、４：特別利率①
貸付対象者３：特別利率②

利率（注）

日本政策金融公庫のコロナ特別貸付終了後の資金繰り支援
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1 令和６年度税制改正大綱の概要

2 制度の内容

交際費課税の特例措置の拡充・延長
（ 法 人 税 、 法 人 住 民 税 、 事 業 税 ） （ 特 例 措 置 ① の 適 用 期 限 の 延 長 を 除 い て 、 中 企 庁 と 共 同 要 望 ）

・ 租税特別措置法（昭和32年法律第26号）上、交際費等（※）については、損金不算入が原則。

※交際費等：交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈

答その他これらに類する行為のために支出するもの。

(１) １人当たり10,000円以下（現行 5,000円以下）の飲食費は、「交際費等」から除外され損金算入が可能。

(２) 消費の拡大を図る観点から、以下の特例措置①、②が設けられている。※中小企業については、①、②のいずれかを選択。

※赤字は令和6年度改正による変更点

交際費等の損金不算入制度について、交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を１人当た

り10,000円以下（現行5,000円以下）に引き上げるとともに、①接待飲食費に係る損金算入の特例及び②中小法

人に係る損金算入の特例措置について、その適用期限を３年延長する。

① 飲食費（社内接待費を除く）の50％を損金算入できる特例措置
〔中小企業・大企業（資本金の額等が100億円以下）〕

② 交際費等を800万円までは全額損金算入できる特例措置
〔中小企業のみ〕

（損金算入割合）

上限なし

（控除限度額）

50％

（参考）社内接待費
専ら当該法人の役員

若しくは従業員又はこ
れらの親族に対する接
待等のために支出する
費用

800万円

（控除限度額）

（損金算入割合）100％

損金算入 損金不算入
損金算入

損金不算入
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• 生活衛生関係営業は小規模零細事業者が多いため、生衛法（生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律）に基づき営
業者が自主的に「生活衛生同業組合」※を都道府県単位で設置。共同事業の実施や、組合員の衛生水準の向上及び経営の健全化を支援。

※生衛法に基づく法人格を有した非営利の法人

• その際、生活衛生同業組合等（出資組合に限る）が策定する振興計画※に基づき共同利用施設を取得した場合には特別償却（６％）
が可能（現行：適用期限は令和７年３月31日まで）。

※厚生労働大臣が定める各業種ごとの振興指針に基づき、各組合が策定する振興計画

＜租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）＞
第四十四条の三 （略）振興計画に係る共同利用施設（略）でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を政策し、

若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。）には、
（略）共同利用施設の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額（当該共
同利用施設の取得価額の百分の六に相当する金額をいう。）との合計額とする。

＜改正＞建物の取得価額要件について、現行の600万円以上を650万円以上に引き上げた上、適用期限を令和９年３月31日まで延長する。

生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却の適用期限の延長
（ 法 人 税 ）

＜共同利用施設の主な対象設備（例）＞
・組合会館
・共同研修施設、共同スタジオ、オンライン会議システム
・クリーニングの共同工場、共同倉庫
・共同調理施設・設備、共同冷凍・冷蔵設備
・共同配送車両、共同送迎バス 等

取得価額要件対象資産

650万円以上建物

400万円以上構築物

400万円以上機械及び装置

400万円以上船舶

400万円以上車両及び運搬具

400万円以上工具、器具及び備品

400万円以上鉱業権

400万円以上その他の資産 （美容等共同研修施設） （クリーニング共同工場） （共同配送車両）（組合会館） （共同送迎バス）

１．令和７年度税制改正大綱の概要
生活衛生同業組合等が共同利用施設を取得した場合の特別償却制度について、建物の取得価額要件を650万円以上（現

行：600万円以上）に引き上げた上で、その適用期限を２年延長する。

２．制度の内容
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生活衛生関係営業等の事業譲渡による営業者の地位の承継

改 正 内 容

① 生活衛生関係営業等（※）の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため、合併･分割･相続の場合と同様に、事業を譲り受けた者は、
新たな許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することとする。

② 都道府県知事等は、当分の間、①の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から６月
を経過するまでの間において、少なくとも１回調査しなければならないこととする。

※ 生活衛生関係営業等：都道府県による指導監督等、公衆衛生上の見地から一定程度共通する手法で許可制・届出制の営業規制が行われている営業等。
（食品衛生法・理容師法・興行場法・旅館業法・公衆浴場法・クリーニング業法・美容師法・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律）

（参考）「規制改革実施計画」（令和４年６月７日閣議決定）

実施時期規制改革の内容事項名

可能な限り速やか
に法案提出

厚生労働省は、令和２年７月の規制改革実施計画に基づき、飲食店等の食品衛生法に定める 32業種、理・美容業、クリーニン
グ業及び旅館業における個人事業主の事業承継時の手続に関し、更なる簡素化を実現するために法律案を可能な限り速やかに国
会に提出し、相続の場合と同等の簡素化を実現する。

個人事業主の事業承継時
の手続簡素化

【現状】 【改正後】

＜例：飲食店営業の事業譲渡（食品衛生法）＞

事業譲渡

事業譲渡

※旅館業の譲受人には、簡易な審査（欠格事由の有無等）

が行われるなど、各業法の種類によって取扱が異なる。

事業譲渡について、合併･分割･相続の場合と同様に、新たな許可の取得等
を行うことなく、事業を譲り受けた者が営業者の地位を承継する。
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① 衛生基準の遵守に向けた生衛業者による自主点検等の衛生活動の推進

② 生衛組合に関する周知広報並びに経営改善及び利益向上に資する事業の推進

③ 生衛業のデジタル化の促進並びに生衛組合を中心とするネットワークの拡充及び活用の促進

④ 生衛組合における若手及び後継者等の人材育成並びに若手による組合活動の活性化

⑤ 事業者、消費者及び行政等の関係機関による連携・対話の促進

生衛組合を通じた同業者のネットワークは公衆衛生の維持・向上においても重要な社会的な基盤であり、生活衛生関係営業にお

ける衛生確保を効果的に進めていくためには、行政と生衛組合の活動の連携が不可欠。

しかしながら、生衛法の制定後６０年が経過する中で、生衛組合の設立趣旨に対する組合員の意識の希薄化や、組合員の減少に

よる組織基盤の脆弱化が生じていることも否めない状況にある。

このため、「生活衛生同業組合活動推進月間」（以下「月間」という。）を定め、関係機関や関係団体の連携のもとに、新規営

業者等の組合加入の促進のための生衛組合の周知広報や組合活動の活性化のための取組みを重点的に展開するもの。

これによって、生衛組合の活動の意義や地域で果たしている役割を再確認し、組合活動の基盤強化及び組合のネットワークの拡

充を図るものとする。

1.趣 旨

毎年１１月１日から１１月３０日までの１か月間

2.活動推進月間

（一社）全国生活衛生同業組合中央会、全国生活衛生同業組合連合会、都道府県生活衛生同業組合

3.主 催

厚生労働省、(株)日本政策金融公庫

4.後 援

5.重点活動項目
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○ 予算額 ：１．１兆円（うち ①低所得世帯支援枠 ０．５兆円、②推奨事業メニュー ０．６兆円）

○ 対象事業：① （低所得世帯支援枠）物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図る事業。

② （推奨事業メニュー）エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、支援

を行う事業。効果的と考えられる推奨事業メニューを提示。（詳細は、２頁参照）

○ 算定方法：①（低所得世帯支援枠）住民税非課税世帯１世帯あたり３万円を基礎として算定（市町村）

住民税非課税世帯のうち、子育て世帯は子ども１人あたり２万円を加算

②（推奨事業メニュー）人口、物価上昇率、財政力等を基礎として算定（都道府県、市町村）

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情
に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施できるよう、重点支援地方交付金を「低所得世帯支援枠」及び
「推奨事業メニュー」実施のため追加する。

推奨事業メニュー

（事業者支援）
⑤医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴

場等に対する物価高騰対策支援
⑥農林水産業における物価高騰対策支援
⑦中小企業等に対するエネルギー価格高騰対

策支援
⑧地域公共交通・物流や地域観光業等に対す

る支援

（生活者支援）
①エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴

う低所得世帯支援
②エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴

う子育て世帯支援
③消費下支え等を通じた生活者支援
④省エネ家電等への買い換え促進による生活

者支援

重点支援地方交付金の追加 令和６年度補正予算

※ この他、「給付金・定額減税一体措置（令和５年度経済対策）」に基づく給付金（0.6兆円）を措置。

重点支援地方交付金
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事業者支援

② エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援

物価高騰による小中学生の保護者の負担を軽減するための小中
学校等における学校給食費等の支援

※ 低所得のひとり親世帯への給付金等の支援や、こども食堂に対する負担
軽減のための支援、ヤングケアラーに対する配食支援等も可能。

⑥ 農林水産業における物価高騰対策支援

配合飼料の使用量低減の取組や飼料高騰等の影響を受ける酪農
経営の負担軽減の支援、農林水産物の生産・調製・加工・貯蔵施
設や土地改良区の農業水利施設の電気料金高騰に対する支援、化
学肥料からの転換に向けた地域内資源の活用などの支援

⑤ 医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価
高騰対策支援

医療機関、介護施設等、障害福祉サービス施設等、保育所等、
学校施設、公衆浴場等に対する食料品価格の高騰分などの支援、
エネルギー価格の高騰分などの支援（特別高圧で受電する施設へ
の支援を含む）

① エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援

低所得世帯を対象とした、電力・ガス（LPガスを含む）や灯油
をはじめエネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減
するための支援

※ 住民税非課税世帯に対しては上記Ⅰによる支援を行う。

⑦ 中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援

特別高圧での受電（ビル・工業団地・卸売市場のテナントを含
む）、LPガスの使用や、街路灯等の維持を含め、エネルギー価格
高騰の影響を受ける中小企業、商店街、自治会等の負担緩和や省
エネの取組支援のほか、中小企業の賃上げ環境の整備などの支援

③ 消費下支え等を通じた生活者支援

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者に
対してプレミアム商品券や地域で活用できるマイナポイント等を
発行して消費を下支えする取組やLPガス・灯油使用世帯への給付
などの支援

⑧ 地域公共交通・物流や地域観光業等に対する支援

地域公共交通・物流事業者や地域観光事業者等のエネルギー価
格高騰に対する影響緩和、省エネ対策、地域に不可欠な交通手段
の確保、地域特性を踏まえた生産性向上に向けた取組などの支援

生活者支援

④ 省エネ家電等への買い換え促進による生活者支援

家庭におけるエネルギー費用負担を軽減するための省エネ性能
の高いエアコン・給湯器等への買い換えなどの支援

※１ 地方公共団体が、上記の推奨事業メニューよりも更に効果があると考えるものについては、実施計画に記載して申請可能。
※２ 地方公共団体が運営する公営企業や直接住民の用に供する施設における活用や、地方公共団体発注の公共調達における労務費（実質的な賃上げにつながるもの）を

含めた価格転嫁の円滑化のための活用も可能。また、地方公共団体における水道料金の減免にも活用可能。

Ⅱ. 推奨事業メニュー（０．６兆
円）

Ⅰ.低所得世帯支援枠 （０．５兆円）

・ 低所得世帯の食料品やエネルギー関係等の消費支出に対する物価高の影響のうち賃上げや年金物価スライド等で賄いきれない部分を概
ねカバーできる水準として、住民税非課税世帯一世帯当たり３万円を目安として給付。

・ 住民税非課税世帯のうち、子育て世帯については世帯人数が多いことを考慮して、子ども一人当たり２万円を加算措置。

追加額１．１兆円（Ⅰ及びⅡの合計）

重点支援地方交付金
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中小企業生産性革命推進事業（IT導入補助金）
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事業承継・Ｍ＆Ａ補助金
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中小企業省力化投資補助金
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小規模事業者持続化補助金
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賃金引き上げのための助成金
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①【中小企業投資促進税制】
・中小企業者等における生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、
税額控除（７％）又は特別償却（30％）の適用を認める措置。
※青色申告を行っている、中小企業者または農業協同組合等もしくは商店街振興組合が対象。

②【中小企業経営強化税制】
・中小企業等の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、中小企業等経営強化法によ
る認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資（生産性が旧モデル平均1％以上向
上する設備など。）について、即時償却及び税額控除（10％）のいずれかの適用を認
める措置。
※中小企業者または農業協同組合等もしくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの

のうち、中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画の認定を受けたものが対象。

③【中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例】
・中小企業者等の投資を促進するため、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、そ
の取得価額に相当する金額を損金算入することができる措置。
・対象資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産で、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額は300万円まで。
※青色申告を行っている、中小企業者または農業協同組合等

④【中小企業者防災・減災投資促進税制】
・中小企業者等が、自然災害等への対策を強化するため、事業継続力強化計画／連携事業継続力強化計画に対象設備の投資を行うことを記載して認定を
受け、認定後１年以内に予定していた設備導入を行った場合に、特別償却16% （令和7年4月1日前に取得等をする場合は18％）を適用できる。

中小企業者等を対象とする施設、設備等の他税制の対象基準など
対象基準対象設備

１台１６０万円以上機械及び装置

車両総重量３．５トン以上貨物自動車

一つのソフトウェアが７０万円以上、複数合計が７
０万円以上

一定のソフトウェア

対象基準対象設備

１台１６０万円以上機械及び装置

３０万円以上工具

３０万円以上器具・備品

６０万円以上建物附属設備

一つのソフトウェアが７０万円以上一定のソフトウェア

対象となるものの用途又は細目減価償却資産の種類
（取得価格要件）

自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、耐震・制震・免震装置等（これらと同等に、自然災害の発生
が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む。）

機械及び装置（１００万円以上）

自然災害等の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する全ての設備感染症対策のために取得等をす
るサーモグラフィ

器具及び備品 （３０万円以上）

自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制御システム、照明設備、無停電
電源装置、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚水ポンプ、格納式避難設備、止水板、耐震・制震・免震装置、
架台（対象設備をかさ上げするために取得等するものに限る）、防水シャッター等（これらと同等に、自然災害の
発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む。）

建物附属設備（６０万円以上）

※①～③は青色申告をする出資の生活衛生同業組合も対象。④は生活衛生同業組合は対象となっていない。
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中小企業者等を対象とする事業承継に関する税制

①【法人版・個人版事業承継税制】
・事業承継税制は、事業承継時の贈与税・相続税負担を実質ゼロにする時限措置。
・中小企業者の円滑な事業承継を支援するため、法人の非上場株式等の事業承継に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、

特例承継計画提を提出した事業者で、2027年（令和9年）12月31日までに贈与・相続により会社の株式を取得した経営者が対象となっ
ている。また、個人事業者については、個人事業承継計画を提出し、2028年（令和10年）12月31日までに事業承継を行った者が対象
となっている。

②【中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置】
・中小企業者等が、中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）に基づき認定を受けた経営力向上計画に従って、事業の再編・統合の

際にかかる不動産取得税を軽減することで、次世代への事業承継を加速させる措置

計画認定時の税率
（事業譲渡の場合※2）

通常税率

2.5％(1/6減額相当)3.0％※1土地、住宅

3.3%(1/6減額相当)4.0%住宅以外の家屋

※１ 令和8年3月31日まで、土地や住宅を取得した場合には3.0%に軽減されている（住宅以外の建物を取得した場合は4.0%）。
※２ 合併・一定の会社分割の場合は非課税 33

中小企業庁・厚生労働省



職場における熱中症対策
厚生労働省
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